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（記載例） 
【施設内】 

 第 1 避難場所 第 2 避難場所 
避難場所 3 階 多目的ホール 2 階 談話室、廊下 
避難方法 自力で避難できない利用者は●●を使用する。 同左 

 
【施設外】 

 第 1 避難場所 第 2 避難場所 
避難場所 ●●自治会館（広域避難場所） 高齢者施設○○ 
避難方法 送迎用車両にて避難。 

早急な避難が必要な場合は、職員の通勤車両も活用。 
自施設の送迎用車両又は受入施設
の送迎車両により避難。 

 
（参考） 

 
 

（８）重要業務の継続 
「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられ 

る。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を記載する。被災想定（ライフラインの有
無）と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい。 

 
 被災時の厳しい状況でも、入所者・利用者の生命・健康を維持するために必ず実施しなければならない最低限の業

務を「重要業務」として選定する。 
 例えば、「食事・排泄・与薬」などが考えられるが、自施設の状況を踏まえて検討する必要がある。 

(医療依存度の高い利用者が多い施設・事業所では「医療的ケア」も重要業務に含まれる) 
 参集可能な職員数では、重要業務の実施に必要な職員数をまかなうことができない場合は、重要業務の手順を見

直したり、省力化に資する備蓄品を準備し代替方法を検討しておく。 
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（記載例） 
経過 
目安 

夜間 
職員のみ 

発災後 
6 時間 

発災後 
1 日 

発災後 
3 日 

発災後 
7 日 

出勤率 出勤率 3% 出勤率 30% 出勤率 50% 出勤率 70% 出勤率 90% 
在庫量 在庫 100% 在庫 90% 在庫 70% 在庫 20% 在庫正常 

ライフライン 停電、断水 停電、断水 停電、断水 断水 復旧 

業務基準 
職員・入所者の
安全確認のみ 

安全と生命を守
るための必要最
低限 

食事、排泄 
中心 
その他は休止も
しく減 

一部休止、減とす
るが、ほぼ通常に
近づける 

ほぼ通常どおり 

給食 休止 
必要最低限のメ
ニューの準備 

飲用水、栄養補
助食品、簡易食
品、炊き出し 

炊き出し 
光熱水復旧の範
囲で調理再開 

炊き出し 
光熱水復旧の範
囲で調理再開 

食事介助 休止 

応援体制が整う
までなし 
必要な利用者に
介助 

必要な利用者に
介助 

必要な利用者に
介助 

必要な利用者に
介助 

口腔ケア 休止 
応援体制が整う
までなし 

必要な利用者は
うがい 

適宜介助 ほぼ通常どおり 

水分補給 
応援体制が 
整うまでなし 

飲用水準備 
必要な利用者に
介助 

飲用水準備 
必要な利用者に
介助 

飲用水準備 
必要な利用者に
介助 

飲用水準備 
ほぼ通常どおり 

入浴介助 
失禁等ある利用
者は清拭 

適宜清拭 適宜清拭 適宜清拭 
光熱水が復旧し
だい入浴 

（出典）令和元年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調査研究事業」 
（提供）社会福祉法人 若竹会 非常災害等対策計画（一部抜粋） 

 
（９）職員の管理 

場合によっては、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される。少しでも職員の負担が軽減できるよ
う職員の休憩・宿泊場所の確保や利用者向けだけではなく職員向けの備蓄を揃えるなど、職員に対する準備も重要。 
①休憩・宿泊場所 

 震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。通所事業所等
を休止した場合はこれらも選択肢となる。 

      
（記載例） 

       
 
 
 
 
 

休憩場所 宿泊場所 
１階 会議室 別棟 集会所（10 人分） 

食堂 東端のスペース ２階 談話室（４人分） 
 １階 応接室（３人分） 
 １階 事務室の空きスペース（２人分） 



 

23 

 
②勤務シフト 

 震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職
員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう、災害時の勤務シフト原則を検討しておく。 

 
（記載例） 

       
 

 
 
 
 

※新型コロナウイルス流行下においては、新型コロナウイルス感染、濃厚接触者となること等によりさらに職員の不足が見込ま
れる場合もあり得る。別途公表されている「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド
ライン」も参照しつつ、施設内・法人内での人員確保、自治体・関係団体への応援職員の依頼など、職員の不足が見込ま
れる場合は、早めに対応を考えることが重要。 

 
（10）復旧対応 

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく。 
①破損個所の確認 

 被害のあった箇所は写真を撮り、記録しておく。 
 建物・設備の保守管理業者、給食関係の業者など業務委託先や取引先の連絡先をリスト化しておく。 

      
（記載例）建物・設備の被害点検シート例 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 リーダー／サブ メンバー（近隣在住者） その他メンバー 
Ａ班 ●●／●● ●●、●●、●● 

出勤状況により割り振る Ｂ班 ●●／●● ●●、●●、●● 
Ｃ班 ●●／●● ●●、●●、●● 

対象 状況（いずれかに○） 対応事項/特記事項 

建
物
・
設
備 

躯体被害 重大／軽微／問題なし  
エレベーター 利用可能／利用不可  
電気   通電 ／ 不通  
水道 利用可能／利用不可  
電話 通話可能／通話不可  
インターネット 利用可能／利用不可  
・・・   

建
物
・
設
備 

（
フ
ロ
ア
単
位
） 

ガラス 破損・飛散／破損なし  
キャビネット 転倒あり／転倒なし  
天井 落下あり／被害なし  
床面 破損あり／被害なし  
壁面 破損あり／被害なし  
照明 破損・落下あり／被害なし  
・・・   
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②業者連絡先一覧の整備 
 医療機関やガソリンスタンド等は平常時から災害時における対応方法を取り決めておくことが望ましい。 
 各種協力業者の連絡先を一覧化したり、非常時の連絡先を確認しておくなど、円滑に復旧作業を依頼できるよう準

備しておく。 
    

③情報発信 
（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応） 
 公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めておく。 
 風評被害を招く恐れもあるため、丁寧な対応や説明が必要となる。 
   

  



 

25 

４．他施設との連携 
近隣の法人と協力関係を構築する、所属している団体を通じて協力関係を整備する、自治体を通じて地域での協力体制

を構築する等、平常時から他施設・他法人と協力関係を築くことが大切。また、単に協定書を結ぶだけではなく、普段から良
好な関係を作るよう工夫することも大切。 

（１）連携体制の構築 
①連携先との協議 

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。 
＜主な項目＞ 
 先方施設・事業所名、種別、所在地など 
 これまでの協議の経緯 
 決定している事項 
 今後検討すべき事項 
 今後のスケジュール  など 

 
②連携協定書の締結 

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。 
＜主な項目＞ 
 連携の目的 
 入所者・利用者の相互受入要領 
 人的支援（職員の施設間派遣など） 
 物的支援（不足物資の援助・搬送など） 
 費用負担  など 

 
③地域のネットワーク等の構築・参画 

施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻
く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合は、それら
に加入することを検討する。 

＜主な提携先＞ 
 連携関係のある施設・法人 
 連携関係のある医療機関（協力医療機関等） 
 連携関係のある社協・行政・自治会 等 
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（２）連携対応 
①事前準備 

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。 
 相手を支援する観点だけではなく、支援を受ける立場となって、どうすれば円滑に相手から支援を受けられるか、検

討、準備を行うことも重要である。 
＜主な記載項目＞ 

・被災時の連絡先、連絡方法 
・備蓄の拡充 
・職員派遣の方法 
・入所者・利用者受入方法、受入スペースの確保 
・相互交流 など 

 
②入所者・利用者情報の整理 

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめま
とめておく。 
 避難先の施設・事業所に入所者・利用者を預ける場合、必ずしも担当の職員も同行できるとは限らない。入所

者・利用者の情報がなければ受入先の施設・事業所でもケアの提供に支障をきたす恐れがある。そのため避難時に
備えて入所者・利用者情報を記載したカード等を作成しておき、入所者・利用者とともに預ければ、これらリスクを低
減できる。 
 

③共同訓練 
連携先と共同で行う訓練概要について記載する。 
 地域の方と共同で防災訓練に取り組むことにより、施設の実情を地域の方にご理解をいただくことにつながるため、

一過性で終わることなく継続的に取り組むことが望ましい。 
 津波で浸水することが想定される施設では、地域の方に津波避難所として施設を開放するかわりに、地域の方に利

用者を上階へ搬送するよう支援してもらう計画を策定し、日常から地域の方とともに訓練している事例もある。 
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５．地域との連携 
（１）被災時の職員の派遣（災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録） 

「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、都道府県は、一般避難所で災害時要配慮者に対する福
祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成することが求められており、それらが円滑に実施されるよう都道府県、社会福祉
協議会や社会福祉施設等関係団体などの官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築するよう示されている。 

社会福祉施設等は災害派遣福祉チームにチーム員として職員を登録するとともに、事務局への協力、災害時に災害
派遣福祉チームのチーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に行うことが期待されている。地域の災害福祉支援ネッ
トワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。 

 
（２） 福祉避難所の運営 

①福祉避難所の指定 
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、

受入条件など諸条件を整理して記載する。社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受ける
ことが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができ
るよう、上記のとおり諸条件を整理しておく。 

 
②福祉避難所開設の事前準備 

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。また、受入にあたっては支援人
材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や
支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。 
＜主な準備事項例＞ 
 受入に必要な備蓄類を洗い出し整備する。 
 資機材についてはレンタルを活用することも検討する。 
 支援人材確保に向けた連携や受入方針を検討する。 
 事務手続き等について市町村の窓口に確認しておく。 

    （参照）福祉避難所の確保・運営ガイドライン 内閣府（防災担当） 
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３－２－２．自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（通所サービス固有事項） 

 
  ３－２－１で記載した共通事項のほか、通所サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。 
 

【平時からの対応】 
 サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電

話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 
 居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。 
 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所

団体等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。 
 

【災害が予想される場合の対応】 
 台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あら

かじめその基準を定めておくとともに、居宅介護支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。
その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 
 

【災害発生時の対応】 
 サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス

等への変更を検討する。 
 利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族へ

の安否状況の連絡を行う。利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅を支援する。そ
の際、送迎車の利用が困難な場合も考慮して、手段を検討する。帰宅にあたって、可能であれば利用者家族の協
力も得る。関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。 
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３－２－３．自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（訪問サービス固有事項） 

 
  ３－２－１で記載した共通事項のほか、訪問サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。 
 

【平時からの対応】 
 サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電

話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 
 居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ検討しておく。 
 発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動

中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。 
 避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、

地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。 
 

【災害が予想される場合の対応】 
 台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あら

かじめその基準を定めておくとともに、居宅介護支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。
その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 
 

【災害発生時の対応】 
 サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス

等への変更を検討する。 
 あらかじめ検討した対応方法に基づき、利用者への安否確認等や、利用者宅を訪問中または移動中の場合の対

応を行う。 
 居宅介護支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。 
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３－２－４．自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（居宅介護支援サービス固有事項） 

 
  ３－２－１で記載した共通事項のほか、居宅介護支援サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。 
   

【平時からの対応】 
 災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あらかじめ検討の上、利用者台帳等において、その情

報がわかるようにしておくこと。 
 緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくこ

とが望ましい。 
 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所

団体等）と良好な関係を構築する。その上で、災害に伴い発生する、安否確認やサービス調整等の業務に適切
に対応できるよう、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前に検討・調整する。 

 なお、避難先において、薬情報が参照できるよう、利用者に対し、おくすり手帳の持参指導を行うことが望ましい。 
 
【災害が予想される場合の対応】 
 訪問サービスや通所サービスについて、「台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・

縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておく」とされており、利用者が利用する各事業所が
定める基準について、事前に情報共有し、把握しておくこと。その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討す
る。 

 また、自サービスについても、台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、休止・縮小を余儀なくされる
ことを想定し、その際の対応方法を定めておくとともに、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の
関係機関に共有の上、利用者やその家族にも説明する。 

 
【災害発生時の対応】 
 災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早期の状態把握を通じ、居宅

サービスの実施状況の把握を行い、被災生活により状態の悪化が懸念される利用者に対して、必要な支援が提
供されるよう、居宅サービス事業所、地域の関係機関との連絡調整等を行う。 

（例）通所・訪問サービスについて、利用者が利用している事業所が、サービス提供を長期間休止する場合は、必
要に応じて他事業所の通所サービスや、訪問サービス等への変更を検討する。 

 また、避難先においてサービス提供が必要な場合も想定され、居宅サービス事業所、地域の関係機関と連携しな
がら、利用者の状況に応じて、必要なサービスが提供されるよう調整を行う。 

 災害発生時で事業が継続できない場合には、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機
関と事前に検討・調整した対応を行う。 

※ 参考資料 災害対応マニュアル【第４版】（令和元年 12 月 1 日）（（一社）日本介護支援専門員協会） 
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（参考：複合災害対策～新型コロナウイルス感染症流行下における自然災害発生時の対策の考え方～） 
 

新型コロナウイルス感染症の流行下において自然災害（地震、風水害等）が発生した場合、感染拡大防止に配慮しなが
ら、初動対応や事業継続、復旧対応が求められます。 

 

■地震＋感染症の場合における再検討事項 

 地震は事前の予測ができない→従って、初動対応が混乱し 3 密が発生しやすい 

 

地震災害は突発的に発生するため、発生までの事前準備は困難です。被害想定の再設定を行い、特に混乱する初動対応
時の感染防止について十分な検討が必要です。また、帰宅職員や避難者の受入れ等の一時滞在場所の感染症対策について、
場所、備品、換気対策の観点で再検討が必要です。緊急時の各対応事項に関する検討事項の例は下記のとおりです。 
 

 検討項目 検討事項 
対策本部設置 参集場所の分散、参集方法 
設備・建物損傷 対応人数の制限、衛生備品の備蓄確認 
ケガ人発生 飛沫防止用対策、密にならない十分な広さの一時救護所の設置 
避難者滞在場所 換気対策、十分な空間確保、衛生備品 
利用者対応 連絡対応、モバイル端末、テレワーク機器の活用 

 

■水害＋感染症の場合における再検討事項 

 水害は事前に予測が可能→緊急対策の開始と共に最小人数での対応を想定 

 
水害はピーク時期を事前に予想できるため、大切なことは緊急対策を始める判断基準です。この判断直後から最小の人数で

初動対応およびサービス継続対応を行う計画を再検討します。また、施設内宿泊等が可能な職員について、被害発生前に参
集可能な職員の把握や優先業務の見直し等の判断基準の設定が重要です。緊急時の各対応事項に関する検討事項の例は
下記のとおりです。 

 
 検討項目 検討事項 
浸水防止対策 損害防止対策、利用者の垂直避難、衛生備品の移動、参集可能人数 
対策本部設置 参集場所の分散、参集方法 
設備・建物損傷 参集可能人数の把握、衛生備品(防護服・フェイスガード)の配備 
避難者滞在場所 換気対策、十分な空間確保、衛生備品 
災害廃棄物処理 一時保管場所の確保、感染可能性のある廃棄物処理方法 
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感染拡大防止対策を講じながらの災害対策においては、新たに想定しなければいけない課題もあり、自然災害発生時及び
新型コロナウイルス感染症発生時それぞれの対応に加えて、次の点に留意する必要があります。 
 
■職員数の不足 

新型コロナウイルス感染症の発生下においては、施設・事業所の職員が感染（疑い）者や濃厚接触者となった場合、入院
や自宅待機等により出勤できない場合がありますが、それに加えて、自然災害により職員が被災したり、負傷したりすることで、さ
らに職員が不足することが想定されます。 

一方、自然災害による被害状況によっては、特に近隣からの職員の応援が困難になることやボランティア等の不足も想定され
ます。なお、感染症の発生下におけるボランティアの受入については、感染防止対策にも留意が必要です。 
 
■建物や設備の損傷 

自然災害により、施設・事業所の建物や設備が損傷し、全部または一部が使用できなくなるおそれがあります。 
入所者・利用者が、施設・事業所外に避難する場合にあっては、感染拡大防止の観点から分散して避難することも想定され

ます。 
また、損傷が一部にとどまった場合でも、使用可能なスペースの中で、感染拡大防止に配慮した避難場所の確保やゾーニング

の実施を行うことも想定されます。 
 
■物資の調達 

自然災害による被害状況によっては、製造・流通への影響や復旧作業の遅れにより、必要な物資の確保がさらに困難になる
ことが想定されます。 
 
■福祉避難所の開設（入所系） 

自治体から福祉避難所の指定を受けている場合でも、職員や入所者の感染状況によっては、避難所を開設しない（できな
い）ことも想定されます。 
また、避難所を開設し、避難者を受け入れる場合は、感染防止対策に配慮した受入体制（受入人数、受入場所、受入手

順、対応者等）を整える必要があることにも留意が必要です。 
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